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■公示第４６号               
 

登録運転者等に対する行政処分等の基準について 
 
 タクシー業務適正化特別措置法（昭和４５年法律第７５号）第９条の規定に基づく登録の取消し等の

行政処分等を行う際の基準を別紙のとおり定めたので、公示する。 
 
 
   平成２６年１０月７日 
 
                         北陸信越運輸局長 德永 泉 
 
 

（別紙） 
登録運転者等に対する行政処分等の基準について 

 
１．通則 
（１）行政処分の種類は、登録の取消し及び登録を行わない期間（以下「再登録禁止期間」という。）

の決定とする。 
また、これに至らないものは、警告とし、行政処分とこれらを合わせたものを「行政処分等」と

いう。 
（２）行政処分等を行う場合において、違反日から過去３年以内に同一の違反（別表に定める違反行為

の事項が同一の違反をいう。以下同じ。）による行政処分等がない場合における当該違反を「初違

反」といい、違反日から過去３年以内に同一の違反による行政処分等を１度受けている場合の当該

違反を「再違反」といい、違反日から過去３年以内に同一の違反による行政処分等を２度以上受け

ている場合の当該違反を「累違反」という。 
（３）登録運転者等に対する行政処分等は、この通達の本文及び別表に定める違反事項ごとの行政処分

等の基準（以下「処分等基準」という。）に基づき行うものとする。 
（４）累違反については、次により取扱うものとする。 
  ① 再違反の処分等基準が警告又は２年である違反事項の累違反については、再違反と同じ処分等

基準とする。 
  ② ①以外は、再違反の２倍とする。 
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（５）違反の内容が次に掲げる場合は、（３）及び（４）の基準による行政処分等を加重することがで

きる。この場合、加重は原則として（３）及び（４）の基準による再登録禁止期間の２倍を上回ら

ないもの（（３）及び（４）の基準による処分等基準が警告の場合には登録の取消し及び１０日間

の再登録禁止期間の決定）とする。 
① 違反事実若しくはこれを証するものを隠滅し、又は隠滅すると疑うに足りる相当の理由が認め

られる場合 
② 違反事実又はこれに伴い引き起こした事故が社会的影響のあるものである場合 

（６）違反行為を防止するために相当の注意が尽くされたことの証明があった場合は、当該違反行為に

ついて（３）及び（４）の基準による行政処分等を軽減することができる。この場合、軽減は原則

として、（３）及び（４）の基準による再登録禁止期間の２分の１を下回らないものとする。 
（７）「旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準、旅客自動車運送事業者の監査方針及び旅客

運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表基準について」（平成２１年９月３０日付け公示

第５４号）により設置されている「旅客自動車運送事業関係行政処分審査委員会」により、必要に

応じて、本基準に違反行為の事項がない場合、違反に対して加重又は軽減する場合等について、同

審査委員会の議に付して処分等を行うものとする。 
 
２．法令違反に係る点数制度 
（１）１．（３）により警告を行った登録運転者には、別表による違反点数を付すものとする。 
（２）（１）により登録運転者に付した違反点数（以下単に「違反点数」という。）は累計し、北陸信越

運輸局において管理を行うものとする。 
（３）違反点数の累計期間は３年間とし、違反点数を付した日から３年を経過する日をもって当該違反

点数は消滅するものとする。 
また、「タクシー業務適正化特別措置法第１８条の２の規定に基づく講習の受講命令の発動基準

について（平成２６年１０月７日付け公示第４７号）（以下「受講命令発動基準」という。）に基づ

く講習の受講命令を受けた場合には、当該命令日以前の違反点数は消滅するものとする。 
（４）受講命令発動基準に基づく講習の受講命令の発動により、当該命令に係る登録運転者が、当該命

令の行った日から３年以内に違反点数の累計が７点以上となった場合には、３．（１）の登録の取

消し及び３．（２）の再登録禁止期間（１０日間）の決定を行うものとする。この場合、（３）の規

定にかかわらず、当該登録の取消し及び再登録禁止期間の決定をもって、累計された違反点数は消

滅するものとする。 
 
３．登録の取消し及び再登録禁止期間の決定 
（１）登録の取消し 

① 登録の取消しは、別表の違反行為を行った場合及び本基準に違反行為の事項がない場合であっ

て、１．（７）に基づき登録の取消しを行うことを決定した場合に行うものとする。 
ただし、別表の基準による処分等が警告の場合（２．（４）の場合を除く。）には行わないもの

とする。 
② 登録の取消しを行うときは、（２）の再登録禁止期間の決定を併せて行うものとする。 
③ ①による登録の取消し前に登録の消除が行われた場合には、（２）の再登録禁止期間の決定の

みを行うものとする。 
（２）再登録禁止期間の決定 

① 再登録禁止期間の決定は、２年以内の期間を定めて行うものとする。 
② 各違反事項の再登録の禁止期間は、１．（３）～（７）及び２．（４）に基づいて決定するもの

とする。この場合、一の違反が２以上の違反事項に該当する場合は、その最も重い違反の再登録

禁止期間とし、２以上の違反がある場合は再登録禁止期間を合算したものとする。 
 
附則 

本公示は、平成２７年１０月１日以降の違反行為から適用する。 
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■公示第４７号               
 

タクシー業務適正化特別措置法第１８条の２の規定に基づく講習の 
受講命令の発動基準について 

 
 タクシー業務適正化特別措置法（昭和４５年法律第７５号）第１８条の２の規定に基づき、タクシー

事業者に対し、その雇用する登録運転者で特にその業務の取扱いの改善を図る必要があると認められる

ものに、輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する講習を受けさせる旨の命令（以下「講習の受講命

令」という。）を行う際の基準を下記のとおり定めたので公示する。 
 
 
   平成２６年１０月７日 
 
                          北陸信越運輸局長 德永 泉 
 

記 
 
１．講習の受講命令の発動基準 
（１）タクシー業務適正化特別措置法第１８条の２の「その雇用する登録運転者で特にその業務の取扱

いの改善を図る必要があると認められるもの」とは、雇用する登録運転者の「登録運転者等に対す

る行政処分等の基準について」（平成２６年１０月７日付け公示第４６号）により付された違反点

数の累計が７点以上となった場合（本基準による受講命令の発動に係る登録運転者が、受講命令の

発動を受けた日から３年以内に違反点数の累計が７点以上となった場合を除く。）をいう。 
（２）講習の受講命令は、（１）に該当した場合に行うものとする。 
 
２．講習の受講命令及び講習の実施方法 
（１）講習の受講命令は、１．（１）に該当する登録運転者を雇用するタクシー事業者を管轄する運輸

支局に呼び出し、受けさせるべき講習及び当該講習の実施機関を示し行うものとする。 
（２）講習の受講期限は、命令の日から３月以内とする。 
（３）１．（１）に該当する登録運転者を雇用するタクシー事業者は、２．（２）の期間内に講習の受講

命令の実施状況（運転者の退職等により講習を受講させることができない場合を含む。）を北陸信

越運輸局長に報告することとし、当該報告が行われない場合には、命令違反として取り扱うものと

する。 
 
附 則 
   本公示は、平成２７年１０月１日から適用する。 
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○ 許 認 可 等 

 
■一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の変更認可（自動車交通部） 
 

申請者の氏名及び名称 株式会社高浜タクシー 

運賃ブロック 石川県石川地区 

事案公示日及び公示番号 平成２６年１０月２日付公示第４５８号 

認可日及び認可番号 平成２４年７月３０日付北信交旅第２８７号 

認可の概要 事案番号２６旅第９号のとおり 

 
 
■一般貨物自動車運送事業の許可（自動車交通部） 

      
        
        
        
        
 

 
 
■指定自動車整備事業の指定（自動車技術安全部） 

 

指定番号 北信指第 20214 号 

指定年月日 平成 26 年 10 月 1 日 

事業者名 長野いすゞ自動車株式会社 

事業場の名称 長野いすゞ自動車株式会社 長野支店 

事業場の所在地 長野県長野市大橋南二丁目３番地 

対象とする自動車の種類 普通自動車（大型）、普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、

普通自動車（乗用）、大型特殊自動車、小型四輪自動車、 

小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第 20215 号 

指定年月日 平成 26 年 10 月 1 日 

事業者名 長野いすゞ自動車株式会社 

事業場の名称 長野いすゞ自動車株式会社 松本支店 

事業場の所在地 長野県松本市鎌田二丁目８番６号 

対象とする自動車の種類 普通自動車（大型）、普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、

普通自動車（乗用）、大型特殊自動車、小型四輪自動車、 

軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第 20216 号 

指定年月日 平成 26 年 10 月 1 日 

事業者名 長野いすゞ自動車株式会社 

申 請 者 
株式会社 木村建材 

代表取締役 木村 孝成 

新潟県五泉市橋田１４２５番地２ 

許可年月日 平成２６年９月２日 
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事業場の名称 長野いすゞ自動車株式会社 佐久支店 

事業場の所在地 長野県佐久市根々井字才の神１５の２０番地 

対象とする自動車の種類 普通自動車（大型）、普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、

普通自動車（乗用）、大型特殊自動車、小型四輪自動車、 

小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第 20217 号 

指定年月日 平成 26 年 10 月 1 日 

事業者名 長野いすゞ自動車株式会社 

事業場の名称 長野いすゞ自動車株式会社 飯田支店 

事業場の所在地 長野県飯田市上郷飯沼１４１９番地２ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（大型）、普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、

普通自動車（乗用）、大型特殊自動車、小型四輪自動車、 

軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第 20218 号 

指定年月日 平成 26 年 10 月 1 日 

事業者名 長野いすゞ自動車株式会社 

事業場の名称 長野いすゞ自動車株式会社 上田支店 

事業場の所在地 長野県上田市岩下字岩谷堂１６５番地 

対象とする自動車の種類 普通自動車（大型）、普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、

普通自動車（乗用）、大型特殊自動車、小型四輪自動車、 

軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第 20219 号 

指定年月日 平成 26 年 10 月 1 日 

事業者名 長野いすゞ自動車株式会社 

事業場の名称 長野いすゞ自動車株式会社 諏訪支店 

事業場の所在地 長野県諏訪市大字中州字正神田５６７番８ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（大型）、普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、

普通自動車（乗用）、大型特殊自動車、小型四輪自動車、 

軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第 20220 号 

指定年月日 平成 26 年 10 月 1 日 

事業者名 長野いすゞ自動車株式会社 

事業場の名称 長野いすゞ自動車株式会社 伊那支店 

事業場の所在地 長野県伊那市西春近字下小出前５５１６番地 

対象とする自動車の種類 普通自動車（大型）、普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、

普通自動車（乗用）、大型特殊自動車、小型四輪自動車、 

小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 
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指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第 20221 号 

指定年月日 平成 26 年 10 月 1 日 

事業者名 長野いすゞ自動車株式会社 

事業場の名称 長野いすゞ自動車株式会社 木曽営業所 

事業場の所在地 長野県木曽郡南木曽町読書３４６４番地１ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（大型）、普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、

普通自動車（乗用）、大型特殊自動車、小型四輪自動車、 

小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第 30119 号 

指定年月日 平成 26 年 10 月 6 日 

事業者名 株式会社ファーレン富山 

事業場の名称 株式会社ファーレン富山 高岡店 

事業場の所在地 富山県高岡市赤祖父７７３番地３ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、 

小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 軽油を燃料とする原動機を除く 

指定の条件 なし 

 

 

■自動車分解整備事業の認証（自動車技術安全部） 

 

認証番号 新認証第 315 号 

認証年月日 平成 26 年 9 月 25 日 

事業者名 齋藤 進 

事業場名 一無 

事業場所在地 新潟県阿賀野市小浮 1218 番地 1 

自動車分解整備事業の種類 普通自動車分解整備事業 

小型自動車分解整備事業 

対象とする自動車の種類 普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、小型三輪自動車、 

小型二輪自動車、軽自動車 

対象とする装置の種類 普乗、小四、小三、小二、軽 

【動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝】 

業務範囲の限定 なし 

 

認証番号 長認証第 383 号 

認証年月日 平成 26 年 10 月 1 日 

事業者名 渡辺 淳一 

事業場名 CAR-RIO 

事業場所在地 長野県飯田市中村 1518 番地 5 

自動車分解整備事業の種類 普通自動車分解整備事業 

小型自動車分解整備事業 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、 

大型特殊自動車、小型四輪自動車、小型三輪自動車、 

小型二輪自動車、軽自動車 

対象とする装置の種類 普中、普小、普乗、大特、小四、小三、小二、軽 
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【原動機、動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝、連結】 

業務範囲の限定 軽油を燃料とする原動機を除く 

 

認証番号 石認証第 354 号 

認証年月日 平成 26 年 10 月 2 日 

事業者名 株式会社ホンダ四輪販売北陸 

事業場名 ホンダカーズ北陸白山村井店 

事業場所在地 石川県白山市村井町 666 番地 

自動車分解整備事業の種類 普通自動車分解整備事業 

小型自動車分解整備事業 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、 

小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

対象とする装置の種類 普小、普乗、小四、小三、小二、軽 

【原動機、動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝、連結】 

業務範囲の限定 なし 

 

 

■優良自動車整備事業者の認定（自動車技術安全部） 

 

認証番号 北信認車 2第 1010 号 

認証年月日 平成 26 年 9 月 1 日 

事業者名 有限会社 宮西鈑金塗装 

事業場名 有限会社 宮西鈑金塗装 

事業場所在地 石川県七尾市万行町 20部 22 番 

認定の種類 特殊整備工場〔車体整備作業（二種）〕 

 

認証番号 北信認車 1第 1022 号 

認証年月日 平成 26 年 10 月 6 日 

事業者名 えちご上越農業協同組合 

事業場名 えちご上越農業協同組合上越自動車板金工場 

事業場所在地 新潟県上越市板倉区稲増字下川原 185 番地 17 

認定の種類 特殊整備工場〔車体整備作業（一種）〕 

 

 

 

 


